
34．外国法事務弁護士の原資格国別人数の推移（平成28年～令和7年） 、都道府県別事務所数及び外国法事務弁護士の国籍別人数の推移（平成28年～令和7年）

（1）外国法事務弁護士の原資格国別人員の推移
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原資格国 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

アメ ノカ合衆国ニューヨークク I 110 111 105 110 106 111 121 118 118 124

アメ ノカ合衆国カリフオルニョ ，州 49 52 52 55 57 57 59 58 59 60

アメ ノカ合衆国ハワイ州 16 16 16 16 16 16 15 13 13 1

アメ ノカ合衆国コロンビア特別区 12 10 10 11 14 17 17 17 16 1

アメ ノカ合衆国イリノイ州 10 10 8 8 9 10 8 8 8

アメ ノカ合衆国バージニア州 6 4 5 4 5 4 4 4 4

アメ ノカ合衆国マサチューセ ツツ州 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2

アメ ノカ合衆国ワシントン脚 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3

アメ ノカ合衆国ニュージャージー州 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

アメ ノカ合衆国ノースカロライナ脚 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

アメ I命令皐国寺gョ ごg‐1 ﾛﾛﾛ 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1

アメ ノカ合衆国フロリダ科 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0

アメ ノカ合衆国テキサス脚
lー~ー…－~…ーーー1 1 r･｡~"…ー｡｡。｡""ず12 1 1 1 1 1 1 2 2

アメ ノカ合衆国コネティカット州 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

アメ ノカ合衆国ノ ,イジアナ州 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

アメ ノカ合衆国。 -レゴン卿 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0

アメ ノカ合衆国』 リーランド州 2 1 1 0 I O 0 0 1 1 ’ 1

アメ ノカ合衆国コロラド卿 0 0 0 01 1 1 1 1 1 l 1

アメ ノカ合衆国ミズーリ針 0 0 0 0 1 1 1 1 1 ’ 0

アメ ノカ合衆国テネシー卿 0 0 0 0 1 1 1 1 1 l 1

アメ ノカ合衆国ユタ州 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

アメ
一

連合

1拍今畢園÷〃込王÷綱 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

王国（イギリス） 65 78 80 72 77 72 70 70 73 78

中華人民共和国 35 36 40 44 45 47 50 51 59 80

オーストラ ノアニュ－t ･ウスウェールズ州 15 16 15 15 15 17 16 18 20 19

オーストラ ノアビクトI. ア州 2 4 4 5 8 7 7 8 10 11

オーストラ ノア西オーフ ,トラリア州 2 3 3 3 2 3 2 1 1 1

オーストラ ﾉアクジ ンフ Iランド州 3 3 3 3 3 5 6 6 6 6

オーストラ ノア首￥ B特月 l地域 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

ドイツ連邦共和 国 6 6 10 10 11 13 13 12 14 15

カナダオンタI4 オ御 5 5 5 6 6 5 5 3 3 4

カナダブリティッシュコロンビア州 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3

フランス共和国 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8

シンガポール共和国 3 4 4 5 3 3 3 3 5 5

ニュージーランド 2 2 3 4 4 4 3 3 5 4

フィリピン共和国 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6

インド 4 3 4 4 6 7 7 9 9
４
．
可
ｑ

香港 3 3 3 3 2 3 3 4 4 。

ブラジル連邦共和国 5 5 4 3 3 3 3 3 4 4

台湾 1 2 2 3 5 4 2 3 6

スイス連邦 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

スペイン 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

イタリア共和国 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

パラグアイ共和国 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

ネパール連邦民主共和国 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



各年4月1日現在（出典:弁護士白書2016年版~2023年版） ｡ただし､令和6星Z年に豆俊ては､旦月_1日現在の速報値である（法務省調べ） 。１
２
３

注
注
注
原資格国については、同一人物が複数の国の資格を有している場合があり、その延べ人数となっている。
本表の国名は、原則、外国法事務弁護士名簿記賊の名称で表記している。
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ロシア § ３ I 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2
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■
■
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タイ圭園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 392 412 413 422 436 448 456 458 487 524



（2）都道府県別事務所数

注1 ：令和7年2月1日現在（日本弁護士連合会ウエブサイト弁護士検索結果をもとに法務省作成）
注2： （ ）は外国法事務弁護士数。

‐
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都道府県 事務所数

東京 215（487）

茨城 1 （1）

埼玉 1 （1）

神奈川 3（3）

岐阜 1 （1）

静岡 1 （1）

愛知 4（4）

京都 2（2）

大阪 12（14）

庫 3（3）

福岡 6（7）

合計 249（524）



（3）外国法事務弁護士の国霜別人数の推移

注1 ：各年4月1日現在（出典：弁護士白書2016年版～2023年版） 。ただし､令和6， 7年については、 2月1日現在の速報値である（法務省鯛べ） 。
注2：国籍については､二重国籍を取得している場合があり、その延べ人数となっている。
注3：本表の国名は、原則、外国法事務弁護士名簿記賊の名称で表記している。
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国籍 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

メリカ合衆国 144 141 132 143 147 151 155 150 150 153

本国 79 83 83 83 87 91 96 94 94 94

合王医 (〃 'ギリス） 41 52 54 46 48 44 42 42 41 44

華人目 共矛 1国 35 36 40 44 45 47 50 52 6J 86

一ストラI@ |ア 30 31 26 28 29 30 29 30 3 35

lナダ 16 16 17 18 1 16 17 17 1 21

gイツ連邦共和国 10 9 14 14 15 17 18 16 1 19

_ユージーランド
■

3 4 5 7 7 7 7 9 1 10

フランス共和国 6 7 6 6 7 7 7 7 9 11

'ンガポール共和国 4 5 5 6 4 4 4 4 6 6

ンド 5 4 5 5 7 8 8 10 10 10

イリビン共和国 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6

湾 ． 1 4 3 4 6l 5 3 4 5 6

'ラジル連邦共和国 5 5 4 3 3 3 3 3 4 4

E韓民国 1 1 3 3 3 5 3 6 8 9

，イルラン
争
い 2 1 1 3 3 3 2 2 2 2

､イス連邦 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

･ランダ王国 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

ミーランド共； ［ 国 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

'ダリア共和’
白
日
。 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1

『ルガリア共； 匡 1 1 1 1 1 ’ 1 1 1 1

スペイン 1 1 1 1 1 ’ 1 1 1 1

ネパール連邦民冒三共和国 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

･モア漁寸園 1 1 1 1 1 ’ 1 0 0 I 0

パラグアイ共和国 1 1 1 1 0 0 0 0 I 0

ギリシヤ共和国 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ベルギー王園 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

スウェーデン王園 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

マルタ共和国 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

ロシア蓮邦 0 0 0 0 1 1 2 2
4

． 2

メキシコ 0 0 0 0 0 1 1 1 I 0

アイスランド 0 0 0 0 0 0 1 1 1

11号シカ犀士； ＋ 生士塞丑蚤､園 0 0 0 0 0 0 1 1 1

｡－ストリア共i 罰 0 0 0 0 0 0 0 1 1

ヒトナーノ堅持今士i 塵共和国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

タイ E国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合冒 398 417 416 429 442 455 463 467 496 534


